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１ 安全管理の概要 

１－１ 安全管理の要点 

製造工場、 建設工事現場等の生産活動の場においては、 その活動に伴って各種の事故が 

発生し、その事故によって人的・物的被害が生ずる。 特に建設工事においては、 他産業に比較 

して作業環境及び作業の方法が本来的に事故の発生しやすいものとなっており、 このような建設 

工事において、 事故を防止するために行われる安全管理は、 施工管理における主要な課題の 

一つになっている。 

建設工事において安全管理を進めるに当って、災害防止の観点から各種の法令が制定されて 

おり、 また、法令に基づく行政指導通達が出されているので留意しなければならない。 
 

・ 直接作業に従事する労働者の被害 (労働災害) を防止することを目的として制定されている、  

｢労働安全衛生法」 

・ 工事現場付近の住民や通行者又は住宅、公共施設等の被災（公衆災害)を防止するための 

「建設工事公衆災害防止対策要綱 (土本工事編) 

・ 施工の安全を確保するための一般的な技術上の留意事項や施工上の必要な措置を示した  

「土木工事安全施工技術指針」 
 

はその代表的なものである。 

その他にも火薬類取締法、各種環境保全対策関係法令、道路交通法、船舶安全法等多くの法 

令が制定されている。 

建設工事における安全管理を進めるには、 これら関係法令を遵守することはもちろん、 人命 

尊重及び建設業の健全な発展という見地から、 法令で定められている以上の安全対策の実施、  

又は快適な作業環境の形成を図ることが必要である。 

 

 

１－２ 労働災害 
 

１） 労働災害の定義 

労働災害とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は 

作業行動その他業務に起因して労働者が負傷し、疾病にかかり、 又は死亡することをいう。 

一般的には死亡者又は負傷者1名ごとに1件と数える。 すなわち、 同時に多数の労働者が被 

災する災害があった場合は、その被災者の数を労働災害の件数としており、従って、労働災害発 

生件数は、労働災害による被災者数と一致する。 
 

労働災害の発生頻度を表す災害発生率は、 一般に次の2つが用いられている。 

① 度 数 率 

百万延べ労働時間当りの労働災害による死傷者数をもって表したものである。 すなわち、 統 

計にとった期間中に発生した労働災害による死傷者数 (百万倍された) を同じ期間中に危険にさ 
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労働損失日数 

延べ労働時間数 

らされた全労働者の延べ労働時間数で除した数値で、 次式のとおりである。 
 

        度数率＝                         ×1,000,000 

 

 

② 年千人率 

在籍労働者1,000人当たりの年間の労働災害による死傷者数を示したもので、 次式のとおりで 

ある。 

年千人率＝                      ×1,000  

                            

また、発生した労働災害の程度(重篇度)を示す指標としては、強度率が用いられる。 

強度率とは1,000延べ労働時間当たりの労働損失日数をもって表したもので、 統計とった期間 

中に発生した労働災害による労働損失日数(1,000倍された) を同じ期間中に危険にさらされた全 

労働者の延べ労働時間数で除した数値で、 次式のとおりである。 

 

強度率＝                        ×1,000 

 

死亡災害、 被災後全部又は一部が労働不能となる障害災害に関する労働損失日数について 

は、次により算出する約束になっており、 一時全労働不能 (休業のみで障害が残らない場合) に 

ついては、暦日による休業日数に 300 / 365 を乗ずることになっている。 

ア） 死亡及び永久全労働不能は7,500日 

イ) 永久一部労働不能は次表による。 

 

2) 労働災害の現状 

建設業における労働災害による休業4日以上の死傷者数は、昭和53年以降一貫して減少し、 

平成27年においては15,584人となっているが、それ以降はほぼ横ばいが続いている。 

死亡者数は、平成28年に300人を下回って以降、ほぼ横ばいで推移している。（令和5年時点） 

建設業は、多くの労働災害が発生している業種の一つである。近年の建設業の死亡災害について

は、300件弱の死亡災害が発生しているが、これを土木工事と建築工事(設備工事を含む。) とに分け

れば、およそ半数が土木工事において発生したものである。事故の類型別では、「墜落・転落」が最多

で、死亡災害のおよそ４割となっている。 

また、死傷者数においては、建築工事で土木工事の2倍となっており、近年は熱中症が含まれる「高 

温・低温物との接触」が増加している。 

    

身体障害等級(級) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 l4 

労働損失日数 (日) 5,500 4,000 3000 2,200 1500 1000 600 400 200 100 50 

労働災害による死傷者数 

延べ労働時間数 
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１－３ 労働安全管理 

1) 労働災害発生の原因 

① 災害の原因と要因 

労働災害にはすべて災害の原因となったものがある。すなわち、足場が倒れて下敷になったと 

か、作業床の開口部から墜落して足の骨を折ったというように、 また、 作業施設や作業環境が危 

険な状態だったためとか、 安全帯を使わずに掘削のり面から足をすべらせて墜落したというように 

作業者の行為が不安全だったため起こったといった原因が上げられる。 

前者を物的原因、後者を人的原因という。 

 

 
これらの原因の背景には、足場が倒れたのは壁つなぎが設けられていなかったためとか、壁つなぎ 

が設けられていなかったのは左官が壁つなぎを切ったためとか、照明が暗かったので開口部に気 

づかなかったため、とかいったことがある。これを労働災害の間接原因又は要因といっている。そし 

て通常の場合、この労働災害の要因は数多く存在する。 

② 災害原因の相互関係 

実際に起こった災害を調べてみると、物的原因と人的原因が交錯し、直接原因、間接原因などの 

相互関係も複雑である。 

労働省が、昭和62年に建設業において発生した死傷災害約7万件について調査した結果では、 

不安全状態(物的原因)がないものは災害のうちの約16%にすぎず、また、不安全な行動(人的原因) 

がないものは約7%にすぎないことが判明しており、災害の大部分は、この両者が競合して発生して 

いるといえる。 

③ 労働災害と災害原因の分類 

災害の防止対策を立てるためには、すでに発生した災害を分析して、災害の原因(間接原因、要 

因を含めて)を探求し、原因を除去するための方策を系統的に考えることが大切である。このために 

災害の分類と災害原因の分類が考えられる。 
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④ 労働災害防止の可能性 

不安全な状態や不安全な行動は、 すべて人が作りだすものである。 人が作りだすものを取り除 

くことによって、 災害防止は必ずできる。 

⑤ 注意力と災害防止 

よく不注意によって災害が起こったといわれ、不注意は災害原因の一つであるといわれる。しか 

し、すべての災害には、不注意という要素が含まれているが、災害防止対策の対象として不注意を 

とりあげるのは適当でない。大規模事業より中小規模事業場の方が災害率が高いが、中小企業の 

作業員が大企業の作業員より注意力が低いとは誰もが考えないであろう。このことからも、必ずしも 

不注意が災害の原因とはいえないのである。 

人間の注意力は、決して持続的・連続的ではなく、刻々と変化するのが実態であって、心理的に 

は自分で持続していると思っていても、一つのものを15秒間注視することは困難だといわれている。 

労働災害の防止を、 人間の注意力に依存するやり方では、 効果が期待できないということがいえ 

る。 

2) 安全管理組織 

生産のために組織があるように、 安全管理をすすめるためにもその組織を確立することが必要であ 

る。 

しかし、 作業員の数が50人未満の中小規模の工事現場では、 安全係というような所長を補佐する 

専門の組織を作り、 その立案・勧告によって所長から安全の命令が流れていくようなやり方は、一般 

的には難しい。 

従って、 工事施工の職制そのものが同時に安全管理の仕事を企画し、 実施するかたちにならざ 

るを得ないのである。 

このかたちは、 所長とか工事主任とかの工事責任者が、 安全に関することにも、 その長となって 

安全作業を現場で実施させるというやり方である。 このかたちの安全管理組織は、 安全の専門職が 

いないので、 安全と仕事の企画が不十分になるという欠陥が生ずる。 

しかし、 安全と工事は一体となって実践されるべきもので、 生産と安全が同一の責任者によって 

企画実施される意味は大きいのである。
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3) 交通規制について 

① 全面及び片側通行止等については、 最低規制日10日前に制限願いを提出のこと。 

② 提出の際は5万分の1図に制限ヵ所を明記し、 更に現場附近の略図に信号機、安全施設等記 

入のものを添付すること。 

③ 提出部数は事務所ごとに違うので当該事務所に問い合わせのこと。 

④ 提出は、監督員の承諾を得た後提出する。 

4) 標示施設について 

① 標示施設の設置は、施工計画書の交通管理の項に計画したものを確実に行うこと。 

② 設置場所は車両の進行方向の左側で、 交通の支障にならない安全な場所を選定し、 杭等に 

結束または重石等で安定させること。 

(道路カーブの始点等は距離的に符合しなくても適当な安全な場所へ移す。) 

③ 標示施設が良好な状態にあるかどうか常時点検のこと。 
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１－４ 工事現場における安全管理（例） 
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２ 安全管理の実施要領 

 施工にあたり、第三者に対しては勿論、現場内における労務災害の防止に万全の措置を講じること。 

(1) 法令等の遵守 

  ① 現場で従事する労務者の被災（労働災害）を防止する－労働安全衛生法 

② 付近の住民や通行者又は車両、住宅等施設の被災（公衆災害）を防止する－建設工事公衆災害防止

対策要綱 

③ 安全な施工を確保するための技術上必要な措置－土木工事安全施工技術指針 

以上が代表的なものであるが、他にも多くの法令が制定さてれおり、これらを遵守して安全な施工が求

められる。 

(2) 安全管理の留意事項 

  ① 施工計画と実施面との相違や、施工不足のものが多いので注意すること。 

② 写真の資料が不足しているものが多いので、実施した全てのものについて資料を整備する。 

(3) 工事現場における安全・訓練等の実施要領は以下のとおり。 

 

 

工事現場における安全・訓練等の実施要領 

                                平成６年４月 

                                北陸地方建設事業推進協議会 

                                工事安全対策部会 

 １ 安全・訓練等を実施する工事現場 

   国、県、及び公団等の発注する工事。 

 ２ 安全・訓練等の実施期間 

   安全・訓練等の実施期間は、着工時から完成時までとする。ただし工事期間が15日以内の場合は実

施対象外とする。 

 ３ 安全・訓練等の実施対象者 

   安全・訓練等の実施対象者は、工事現場で作業する関係請負人の全ての作業員とする。 

 ４ 安全・訓練等の実施時間 

   安全・訓練等の実施時間は、 

  (1) 毎月１回実施する場合は、１回につき４時間とする。 

  (2) 毎月２回実施する場合は、１回につき２時間とする。 

  (3) 毎週１回実施する場合は、１回につき１時間とする。 

   以上のうち、いずれの方法によるかは、工事現場の統括安全衛生責任者が、工事現場の実態に応じ 

  て決定する。 

 ５ 安全・訓練等の実施場所 

   安全・訓練等の実施場所は、工事現場内の事務所、作業員の休憩所、作業箇所等を適宜選定して実施

する。 

 

 

 

一部加筆有り 

（ｱﾝﾀﾞｰﾗｲﾝ部） 
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 ６ 安全・訓練等の実施者 

  (1)  安全・訓練等の実施責任者は、工事現場の統括安全衛生責任者とする。 

  (2) ただし、安全・訓練等の内容に応じ、統括安全衛生責任者は、安全・訓練等の実施者を選任、 

   指名することができる。 

 ７ 安全・訓練等の実施単位 

   安全・訓練等の実施単位は、 

  (1) 工事現場で作業を行う各関係請負人のすべての作業員を対象に実施する。 

  (2) 工事現場で作業を行う各関係請負人のすべての作業員のうち、関連する作業のグループ単位ご 

   とにすべての作業員を同時に実施する。 

    （例えば、地山掘削と土止め支保工の組立作業、鉄骨の組立とクレーン作業、型枠支保工の組立 

     とコンクリート打設作業等） 

  (3) 工事現場で作業を行う各関係請負人のすべての作業員を同時に集合させるか、グループ単位ご 

   とに実施する。 

   以上のうち、いずれの方法によるかは、工事現場の統括安全衛生責任者が、工事現場の実態に応じ 

  て決定する。 

 ８ 安全・訓練等実施にあたっての留意事項 

  (1)  安全・訓練等はあらかじめ作成された安全・訓練等のカリキュラムに準拠して実施する。 

  (2)  安全・訓練等の目的は、原則的に各作業員に「何が危険か」だから「どうしなければならない 

    か」を安全・訓練による教育と実践訓練を通して理解、認識させ、安全意識を高揚させることに 

    よって、労働災害防止の実効を期すことにある。 

  (3) そのため安全・訓練等の内容は、 

   ① （言って聞かせる）･･･････････････････････････････ 視聴覚教育  
 

   ②          ･･･････････････････････････････ 実践訓練 

 

    の２段階方式とし、特に実践訓練に重点を置くこととする。 

  (4) 視聴覚教育については、具体的な災害事例を分かり易くマンガ化したもの等を教材として用い、 

    難しい文字の羅列した資料等は極力避けるよう配慮する。 

     また、各作業員の意識を喚起するため、登録方法（ディスカッション方式）を有効に活用し積極

的に取り入れるよう配慮する。その場合にビデオ、スライド、映画等を補助用の教材として用いる

ことは差支えないが、主たる教材として用いることは避ける様配慮する。尚、安全管理に関するビ

デオについては「建設ビジュアルリスト」を効果的に活用する。 

  (5) 実践訓練については工事現場の自然条件、機械・設備、仮設物、及び資材・部材等を生きた数 

    材として活用し、実際に作業をやってみせる、させてみる事によって、身をもって安全の重要性を

認識させるように努める事とする。 

     但し、実践訓練の実施にあたっては、 

    ① 法定の資格を必要とする危険・有害業務については、必ず有資格者の直接の指揮・指導の基に

作業を行わせる。 

    ② 実践訓練の実施は、指導者が作業員にあらかじめ「やってみせる、その理解が十分に得られた

事を確認して、作業員に「させてみる」よう配慮する。 

やってみせる 
させてみる 
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  (6) 各教科の１項目の安全・訓練等の時間は 

   ① 視聴覚教育については、15分～20分程度とする。 

   ② 実践訓練については30分程度とする。 

    但し、安全・訓練等の時間が継続して１時間を越えた場合には、10 分程度の休憩時間をとるよう

配慮する。 

 ９ 安全・訓練等の項目 

  (1) 安全管理一般 

  (2) 墜落災害防止 

  (3) 飛来、落下災害防止 

  (4) 崩壊、倒壊災害防止 

  (5) 電気災害防止 

  (6) クレーン等災害防止 

  (7) 車両系建設機械等災害防止 

  (8) 交通災害防止 

  (9) 公衆災害防止 

  (10) 火災、爆発災害防止 

  (11) 隧道等災害防止 

  (12) 火薬災害防止 

  (13) 酸欠災害防止 

  (14) 高圧室、潜水災害防止 

  (15) 海洋工事災害 

  (16) 健康管理 

  (17)その他 
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安全・訓練等の項目別実施内容 

項   目 教 育 内 容（視 聴 覚 教 育） 実 施 訓 練 

１．安全管理一

般 

(1)工事内容の周知徹

底 

(2)安全衛生教育 

 

 

 

 

(3)服装・保護具 

 

 

 

 

(4)整理整頓・清掃 

 

 

 

(5)安全施工サイクル 

 

(6)救急用具 

 

(7)標 識 

 

 

 

(8)緊急時連絡体制 

①工事内容の説明（作業手順

等） 

①新規入場者教育等 

 

②ＫＹＫ（危険予知活動） 

③ＴＢＭ（ツールボックスミー 

ティング） 

①作業員の服装 

 

②保安帽の着用 

③安全帯の着用、使用 

④保護具の使用 

①作業場内の整理整頓 

②資機材置場の整理整頓 

③危険物置場の整理整頓 

④場内の一斉清掃 

①安全施工サイクルの確立と実

施 

①救急用具、救急箱の整備 

 

①看板類の標示 

②第三者に対する注意標識の掲

示 

③法定危険注意標識の掲示 

①緊急事態発生時の連絡体制、 

役割の明確化 

 

 

① ＫＹＫ(危険予知活動)実践 

訓練 

②安全点検の実践訓練 

 

 

①保護具の着用、使用訓練 

（救命胴衣、呼吸用保護具 

他） 

 

 

①整理整頓・清掃の実践訓練 

 

 

 

 

 

①救急用具を使用しての救急看

護法の訓練（消防署依頼） 

 

 

 

 

①緊急事態を想定しての模擬訓

練とその評価 

２．墜落災害防

止 

(1)作業方法の検討 

(2)高所作業時の措置 

 

 

 

 

 

 

 

(3)通 路 

 

(4)登り桟橋 

(5)開口部 

①高所作業を少なくする方法 

①高所作業時における適材適所 

 の配置 

②作業床の端、開口部に対する 

 措置 

③親綱等、安全帯の取付け設備 

④高所作業時の安全帯の使用 

⑤安全ネットの設置、ネットの 

強度等について 

①安全通路の設置（適切な幅、 

 高さ、通路の表示等） 

①昇降設備の構造、踊場の設置 

①開口部の養生について 

 

①親綱、安全帯を使用させその 

 効能の会得 

②安全ネットへの落下試験を実

施しその効能の会得 

③作業床、手すり等設置訓練 
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 (6)足 場 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)脚立、はしご道、 

移動梯子 

 

①足場の材料、構造、作業床、昇

降設備、移動時の措置につい

て 

②最大積載荷重の掲示 

③作業主任者の直接の指揮の基

に作業を行う。 

④強風、大雨、大雪等の悪天候 

時の作業規制及び地震等の事

後規制 

①材料、構造等の措置（脚立と 

ウマの相違点） 

②転移防止措置 

①作業主任者の指揮の基に、足 

 場の組立解体作業の実践訓練 

 

 

 

 

 

 

 

①脚立、移動梯子設置の実践訓

練 

 

３．飛来、落下

災害防止 

(1)飛来、落下防止 

 

 

 

 

 

①養生網、朝顔、防護柵等の設置 

②足場、通路等に不要物を置か

ない 

③足場、通路、開口部の端に幅木

を設ける 

④上下作業の連絡は良いか 

 

 

 

 

 

 

 

４．崩壊、倒壊

災害防止 

(1)型枠支保工 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)土止め支保工 

 

 

 

 

 

(3)掘削作業 

 

①型枠支保工の材料、構造につ

いて 

＊パイプサポート支柱 

＊鋼管支柱 

＊鋼管枠鋼柱 

＊組立鋼柱 

 ＊軽量、重量支保はり 

②作業主任者の直接の指導の基

に作業を行う 

①支保工の材料、構造について 

 

②７日以内毎及び中震以上の地

震大雨の後の法定点検 

③作業主任者の直接の指揮の基

に作業を行う 

①地山の掘削開始前の事前調査

②掘削は安全な勾配か 

③湧水、表面排水の処理と落石

防止ネット及び防護柵等の設

置 

① 型枠支保工に使用する材料、

部材等の役割の認識と実際

にそれを使用しての組立解

体作業の実践訓練 

 

 

 

 

 

①土止め支保工に使用する材 

料、部材等の役割の認識と実際

にそれを使用しての組立解体

作業の実践訓練 

 

 

①非常時を想定しての避難訓練 

 



共 8-27 
 

項   目 教 育 内 容（視 聴 覚 教 育） 実 施 訓 練 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)作業構台 

 

 

 

 

 

(5)コンクリート工作

物の解体 

④地山の点検について（地山崩

壊土石の落下、土止め支保 

工、防護柵、立入り禁止等の措

置） 

⑤埋設物の事前調査及び打合 

⑥作業主任者の直接の指揮の基

に作業を行う 

⑦非常時に備え統一合図、警 

報、退避路を決めているか 

①作業構台の材料構造について

②作業構台の最大積載荷重の表 

 示墜落転落防止措置 

③強風、大雨、大雪等の悪天候及

び中震以上の地震、組立変更

後の点検 

①調査及び作業計画、作業方法

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．電気災害防

止 

(1)受変電設備 

 

(2)分電盤 

 

 

(3)電気機械器具 

 

(4)交流アーク溶接機 

 

 

 

(5)移動電線、仮設配 

線 

①立入り禁止の囲い及び関係者

以外立入り禁止の明示 

①分電盤のアース、漏電遮断器

の作動等について 

②行き先表示の確認 

①電気機械器具の始業点検と定

期点検について 

①自動電撃防止装置の作動 

②特別教育修了者による使用 

③遮光面、保護手袋、エプロン等

の保護具の使用 

①移動電線の防護、電線の接続

方法の保護具の使用 

 

 

 

 

 

①電気機械器具等の取扱い実践

訓練 

 

 

 

 

 

 

 

６．クレーン等

災害防止 

(1)クレーン等の点検 

(2)玉掛作業 

 

(3)運転作業 

 

 

 

①始業点検、月例点検について 

①玉掛用具の点検 

②玉掛方法 

①合図、信号について 

②玉掛方法 

③強風、大雨、大雪等悪天候時の

作業中止 

 

①玉掛け用具の点検 

②玉掛方法の実践訓練 

①統一合図の実践訓練 
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④安全装置について 

＊過巻防止装置 

＊過不荷防止装置 

＊フックの外れ止め防止装置 

＊アウトリガーの張出し 

⑤作業半径内立入り禁止措置 

 

 

 

 

 

 

７．車両系建設

機械等災害

防止 

(1)車両系建設機械 

＊整地、運搬、積 

込用 

＊掘削用 

＊基礎工事用 

＊締固め用 

 ＊コンクリート打 

設用 

 ＊解体用 

 

 

(2)高所作業車 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)不整地運搬車 

①作業場所の地形、地質等の確

認及び作業計画の決定、周知 

②制限速度について 

③転倒、転落の防止措置 

④接触の危険のある場所に対し

て立入り禁止措置 

⑤有資格者による運転 

⑥誘導員の配置及び誘導合図に

ついて 

⑦用途外使用の制限 

⑧日常点検、月例点検 

①作業場所の地形、地質等の確

認及び作業計画の決定、周知 

②制限速度について 

③転倒防止と作業員の墜落防止

措置 

④接触の危険のある場所に対し

て立入り禁止措置 

⑤有資格者による運転 

⑥誘導員の配置及び誘導合図に

ついて 

⑦搭乗制限、積載荷重、用途外使

用等の措置 

⑧日常点検、月例点検 

①作業場所の地形、地質等の確

認及び作業計画の決定、周知 

②制限速度について 

③転倒、転落の防止措置 

④有資格者による運転 

⑤誘導員の配置及び誘導合図に

ついて 

①作業方法、行動等の実践訓練 

 

②車両の誘導訓練 

 ＊合図（笛、旗、合図等） 

 ＊死角確認 

 ＊駐車時の輪止め 

 

 

 

 

 

①作業方法、行動等の実践訓練 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①作業方法、行動等の実践訓練 
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(4)コンベヤー 

 

 

 

(5)リース機械 

 

 

 

 

 

⑥搭乗制限、積載荷重等の措置 

⑦日常点検、月例点検 

①荷の逸走防止措置について 

②非常停止装置について 

③荷の落下防止について 

④始業点検の実施 

①作業場所の地形、地質等の確

認及び作業計画の決定、周知 

②制限速度について 

③有資格者による運転 

④誘導員の配置及び誘導合図に

ついて 

⑤日常点検、月例点検 

 

 

①作業方法、行動等の実践訓練 

 

 

 

①車両の誘導訓練 

＊合図（笛、旗、合図等） 

＊死角確認 

 ＊駐車時の輪止め 

８．交通災害防

止 

(1)交通法令等 

 

 

 

 

 

①交通事故例の検討 

②交通法規の遵守 

③車両の始業点検 

④過積載の禁止 

 

 

 

①適切な人材の配置 

②誘導方法（合図）及び服装 

①通勤車、工事用車両の始業点 

 検のポイント 

 （自動車整備士依頼） 

②車両の誘導訓練 

＊合図（笛、旗、合図等） 

＊死角確認 

 ＊駐車時の輪止め 

 

 

９．公衆災害防

止 

(1)市街地の作業 

 

 

 

 

 

(2)鉄道軌道付近の作

業 

(3)埋設物付近の作業 

 

(4)出水、湧水の恐れが

ある付近の作業 

(5)道路上の作業 

 

 

①公衆災害事例の検討 

 

②事故防止施設の完備、維持 

（周辺仮囲い、落下物防護措置

歩行者対策、標識等） 

③履工板の点検 

①列車接近時の危険防止につい

て 

①ガス、水道、電気等埋設物付近

の機械掘削禁止 

①緊急時避難体制の周知、徹底 

 

①保安用品の日常点検（工事標

識、履工板、注意灯等） 

②作業員の安全（バリケード、チ

ョッキ） 

①緊急時を想定した避難訓練と

その評価 

②異常気象時の浸水防止等訓練

（土のう積み等） 



共 8-30 
 

項   目 教 育 内 容（視 聴 覚 教 育） 実 施 訓 練 

 (6)その他 

 

 

 

 

 

 

①工事用汚水の排水処理 

②台風、強風時の措置 

＊足場、クレーン等の倒壊防止 

＊工事用資機材の飛散落下防

止 

③騒音、振動に関する知識 

 

 

 

 

 

 

 

10．火災、爆発

災害防止 

(1)管理者等の選任 

 

 

 

 

(2)警報、消火、避難 

設備 

 

 

 

(3)火気の管理 

 

 

 

 

 

(4)危険物 

 

 

 

(5)溶 断 

 

 

 

①寄宿舎防火管理者、火元責任

者 

②危険物取扱責任者 

 

 

①警報設備の設置と点検 

②消火器の設置（消火能力、有効

期限、設置場所） 

③避難設備（避難はしご、ロープ

等） 

①現場内の火災防止 

＊事務所、休憩所 

＊喫煙所 

②寄宿舎等の火災防止 

 （炊事場、浴場、炬燵、ス 

トーブ、たばこ火） 

①指定貯蔵量の表示（軽油、ガソ

リン、ガス等） 

②立入り禁止、火気厳禁の周知 

 徹底 

①ガスボンベの貯蔵、取扱方法 

 （置き方、満空表示） 

②技能資格、器具の点検につい

て 

③火花防護について(防火シー

ト消火器) 

④保護具の使用 

①火災等を想定した緊急避難訓

練 

 ＊緊急時連絡体制、避難時間 

 ＊空気呼吸器、はしご、ロープ

等の使用方法 

 （消防署依頼） 

②消火訓練（消火器） 

 （消防署依頼） 

 

 

 

 

 

 

 

 

①作業方法、状況の確認訓練 

 

11．隧道等災害

防止 

(1)調査等 

 

 

 

 

 

①地山の観察、点検、測定記録

（地質、浮石、亀裂、湧水 

等） 

②可燃性ガスの測定等 

①落盤、出水火災等を想定し 

た緊急避難訓練 

 ＊緊急時連絡体制、避難時間 

 ＊空気呼吸器、はしご、ロープ

等の使用方法 

 （消防署依頼） 
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(2)落盤、地山の崩壊 

 

 

 

 

 

(3)爆発、火災等 

 

 

 

 

(4)退避等 

 

 

 

 

(5)軌道装置 

 

(6)運搬車両、掘削機 

械 

 

 

 

 

 

 

(7)作業環境等 

 

 

 

 

 

 

 

(8)救護措置 

 

①作業主任者の選任 

＊掘削等作業主任者 

 履工作業主任者 

②坑口付近及び坑内の地山点検

（落石防止設備） 

③隧道支保工の点検 

①火気、ライター等の坑内持込 

み禁止 

②ガス溶断作業時等の火災防止 

③消火設備の周知徹底 

④自動警報装置の設置について 

①警報設備の設置（サイレン、 

非常ベル、電話等） 

②避難用器具の設置（懐中電 

灯、呼吸用保護具） 

③避難、消火訓練の実施 

①軌道の点検（軌条、逸走防止装

置等） 

①動力車の点検（ブレーキ、連結

装置、照明承知、警報装 

置、運転台の防護等） 

②運行時の安全（制限速度厳 

守、運転合図表示、歯止め、誘

導員等） 

③ダンプ、生コン車の安全（警報

装置、誘導員等） 

①坑内照明 

②２換気、気温 

③有害ガス測定（毎月一回以 

上） 

④保護具（防塵マスク、耳栓、 

支給台帳の整備） 

⑤通路及び昇降設備 

⑥立坑周囲の墜落防止措置 

①救護隊組織 

②救護用器具の整備（ガス濃度

測定器、呼吸用保護具、携帯電

灯はしご、ロープ、タンカ 

等） 

③救護訓練の実施 

④入坑者の人員確認 

②救護訓練 

 ＊救護用器具の使用方法 

 ＊救急処置の方法（消防署依

頼） 

 ＊非常時の招集、連絡体制 

 

 

 

 

 

 

①誘導、合図の実践訓練 

 

 

 

 

 

 

①有害ガス測定実践訓練 

 

 

②保護具（防塵マスク、耳栓 

 等）の着用訓練 
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12．火薬災害防

止 

(1)保安教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)せん孔、装てん 

 

 

 

 

(3)発 破 

 

①災害事例検討 

②保安意識の高揚 

③盗難防止その他火薬類の管 

理 

④危険時における応急措置及 

び避難方法 

⑤取扱所、火工所及び切羽に 

 おける取扱いについて 

⑥発破、電気発破に関する技 

術上の基準 

①消費計画書に記載されてい 

 る発破作業指揮者及び発破 

 作業員による作業 

②せん孔、装てんに関する留 

意事項 

①発破及び発破後に関する留 

意事項 

①救護訓練 

 ＊救護用器具の使用方法 

 ＊救急処置の方法（消防署依

頼） 

 ＊非常時の招集、連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13．酸欠災害防

止 

(1)酸欠防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

①災害事例検討 

②作業主任者（技能講習終了 

 者）の指揮の基に作業を行 

う 

③特別教育修了者による作業 

 ＊酸欠の原因 

 ＊酸欠症の症状 

 ＊空気呼吸器等の使用法 

 ＊退避及び救急蘇生法 

①救護訓練 

 ＊退避及び立入り禁止措置 

＊救護用器具の使用方法 

 ＊救急処置の方法（消防署依

頼） 

 ＊非常時の招集、連絡体制 

 

 

 

14．高圧室、潜

水災害防止 

(1)設 備 

 

 

 

(2)作業時間 

 

(3)連絡等 

 

(4)健康診断 

(5)高気圧障害 

 

(6)資格等 

①機器の点検（エンジン、コ 

ンプレッサー、潜水服、送 

気管、空気清浄装置、計器 

類） 

①高圧室内及び潜水作業時間 

 の遵守 

①連絡員の配置及び連絡方法 

 の確立 

①定期健康診断 

①潜函病、潜水病についての 

 知識 

①有資格者による作業 
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項   目 教 育 内 容（視 聴 覚 教 育） 実 施 訓 練 

15．海洋工事災

害防止 

 

(1)救命具 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)海上関係法規の遵

守 

(7)点検等 

①救命具の着用 

②救命浮環の設置 

①移乗心得の周知徹底 

①乾舷の確保 

②定格荷重の遵守 

①気象、海象の適格な把握 

②作業中止基準の設定と遵守 

①緊急連絡体制 

②船舶等の緊急時避難場所の確

保 

①乗組員に対する啓蒙教育 

 

①始業点検、定期点検 

①救命浮環の投入訓練 

②救命胴衣を着用しての実践訓

練 

③緊急時を想定した船舶等の避

難訓練 

④救護訓練 

 ＊救護用器具の使用方法 

 ＊救急蘇生法（消防署依頼） 

 ＊非常時の招集、連絡体制 

 

 

 

16．健康管理 

 

(1)健康診断 

 

 

 

(2)粉塵、騒音、振動 

 

 

 

 

(3)問診表 

 

(4)熱中症 

①健康診断の実施 

 ＊雇い入れ時健康診断 

 ＊定期健康診断 

 ＊特殊健康診断 

①粉塵発散防止措置 

②工具の選定 

③作業時間の制限 

④保護具の使用（防塵マスク、防

振手袋、耳栓等） 

①健康管理と問診表の作成 

 

①WBGT値（暑さ指数）の活用 

②休憩場所の整備 

③熱に慣れる期間の設定 

④水分・塩分の摂取 

⑤透湿性・通気性の良い衣服 

⑥日常の健康状態の配慮 
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安全・訓練等の実施予定表（記載例） 

                                 現場名  ○ △ □ ×   

                                 工種区分 河 川 工 事   

◎印 重点実施項目 

○印 実施項目 

 

 

 

 

 

 

工　程

項　目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月

1 安全管理一般 ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

2 墜落災害防止

3
飛来、落下災害防
止

4
崩壊、倒壊災害防
止

5 電気災害防止 ○ ○

6
クレーン等災害防
止

◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎

7
車両系建設機械等
災害防止

○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

8 交通災害防止 ○ ◎

9 公衆災害防止 ◎

10
火災、爆発災害防
止

11 隧道等災害防止

12 火薬災害防止

13 酸欠災害防止

14
高圧室、潜水災害
防止

15 海洋工事災害防止

16 健康管理 ◎ ○

平　　成　　７　　年番
号

平　　成　　６　　年
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安全・訓練等の実施記録（記載例） 

 

現場名  ○  △  □  ×  

 

実 施 年 月 日    平成  年10月27日（水曜日）    13時～17時 

実 施 場 所    教育 協力会社会議室 訓練 現場内       

参 加 人 員    職種 鉄筋工， ３名 職種 普通作業員， 20名 

                職種 作業長， ２名 職種 炊 事 婦， ２名 

 

訓練等の内容 

 

項 目 
教 育 内 容 

講 師 名 
時間 

（分） 
備    考 

視聴覚教育 実践訓練 

１ （2） 
 作 業 所 

長 
15 

 

10 （2） 
 消 防 署 

員 
40 

 

10  ② 
消 防 署 

員 
60 

 

 休 憩 移 動  15  

10 （3） 
 工 事 係 

長 
40 

 

 休 憩   10  

10 （2）   60 ビデオ（題名○△） 
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建設現場における作業員の健康管理の実施・普及について 

 

北建推協第２号 

平成７年５月24日 

 

(社) ○ ○  業協会 

  北 陸 支 部 長 様 

(社) ○○県 建設業協会長 様 

 

北陸地方建設事業推進協議会会長 

（北陸地方建設局長） 

 

建設現場における作業員の健康管理の実施・普及について 

 

  貴協会におかれましては、日頃から建設事業の推進、並びに当協議会の運営に格別なご協力をいただ 

き、感謝申し上げます。 

 

 当協議会の部会のひとつである「雇用問題研究部会」（部会長：土木協北陸支部 岡田宜昭）では、 

かねてより建設現場における作業員の健康管理のあり方について研究を続けてまいりました。 

 

 建設業は、全産業のうち最も重大労働災害の発生が多く、しかも就労者の高年齢化が進んでいる建設 

現場では、就労者の健康管理は雇用者の重要な責務のひとつであります。よって、この考えを定着させ 

ることが必要と思います。 

 

 つきましては、貴支部におかれましても、経緯・趣旨をご理解いただき、建設現場の雇用問題解決の 

ため、別紙「建設現場における作業員の健康管理の手引き」に基づく健康管理が各建設現場で実施され 

るよう、その普及について格別のご協力をいただきたくお願い申し上げます。 
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建設現場における作業員の健康管理の手引き 

 

１ 健康管理の目的 

   建設現場における作業員の日常の健康管理の目的は作業員の健康を良好に保持することにより、作 

業能率の向上及び体調不良者の作業による事故を予防することを目的とするものである。 

 

２ 健康管理を実施する範囲 

   工事の種類及びその規模の大小にかかわらず、総ての建設現場で実施することを原則とする。 

 

３ 健康管理の方法 

   作業員の健康管理は全作業員を対象として、次の手順により行うものとする。 

  (1) 健康状況の確認 

    毎日作業前に作業班単位で職長等が作業員１人１人との対話により身体的な異状及び精神的な不

安の有無について確認を行ない記録するものとする。 

    なお、確認は安全ミーティング等と同時に実施するのが効率的である。 

  (2) 問診表の作成 

    (1)の確認の結果、異状又は不安が「有」と申し出た作業員については、直ちに当該作業員から 

   健康に対する「問診表」の作成・提出を求め、その状況の程度を勘案して次のいずれかの措置をと 

   るものとする。 

   イ 軽作業に従事させる。 

   ロ 休憩を取らせ体調の回復を待って作業に従事させる。 

   ハ 休養させる。 

   ニ 高所作業はさせない。 

   ホ 運転業務はさせない。 

   ヘ その他必要な措置。 

  (3) 確認記録及び問診表の様式については、この手引きによる健康管理が容易に実施できるよう、 

   各社、各建設現場で適宜定めるものとする。 

    なお、別紙様式を参考にされたい。 
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印 名

巡 視 コ メ ン ト 欄

氏名 体調 氏名

こ れ が 危 険 の
ポ イ ン ト だ

私 達 は
こ う す る

新 規 入 場 者 名

参加者メンバー
（各自サイン

すること）

体調 氏名 体調

指　　示　　事　　項作　　業　　内　　容

安 全 衛 生

推 進 者 の

実施日 　　　　　年　　　　　月　　　　　日

リーダー名 参 加 者

工 事 ・ 作 業
名

     会  社  名

統括安全衛
生責任者印

元方安全衛
生責任者印

安全衛生
責任者印

日報
安全ミー ティ ング

危 険 予 知 活 動

健
康
状
況
確
認
記
録
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３ 建設業関係計画届出、作業主任者等 

（１）建設業関係計画届出一覧表 

計画の届出を必要とする  

建 設 物 ・ 機 械 等 ・ 仕 事  

届 出 先 

時    期 
法令則 添  付  書  類 

１ 高さが300メートル以上の塔の建設の仕事 

２ 堤高（基礎地盤から堤頂までの高さをい 

 う。）が150メートル以上のダムの建設の仕事 

３ 最大支間500メートル（つり橋にあっては、 

 1,000メートル）以上の橋梁の建設の仕事 

４ 長さが3,000 メートル以上のずい道等の建

設の仕事 

５ 長さが1,000メートル以上3,000メートル

未満のずい道等の建設の仕事で、深さが50メ

ートル以上のたて抗（通路として使用される

ものに限る）の掘削を伴うもの 

６ ゲージ圧力が0.3メガパスカル以上の圧気

工法による作業を行う仕事 

厚 生 

労働大臣 

 

工事開始 

3 0 日 前 

 

安 衛 法 

第 88 条 

第 ２ 項 

 

安 衛 則 

第 89 条 

 

１ 仕事を行う場所の周囲の状 

況及び四隣との関係を示す図 

面 

２ 建設をしようとする建設物 

 等の概要を示す図面 

３ 工事用の機械・設備・建設 

 物等の配置を閉める図面 

４ 工法の概要を示す書面また

は図面 

５ 労働災害を防止するための 

 方法及び設備の概要を示す書 

 面または図面 

６ 工程表 

７ 圧気工法による作業を行う 

仕事に係る場合にあっては圧 

気工法作業摘要書 

１ 高さ 31 メートルをこえる建築物または工

作物（橋梁を除く。）の建設、改造、解体又は

破壊（以下「建設等」という。）の仕事 

２ 最高支間 50 メートル以上の橋梁の建設等

の仕事 

３ 最大支間が30ｍ以上50ｍ未満の橋梁の上

部構造の建設等の仕事であって、人口が集

中している地域内における道路上若しくは道

路に隣接した場所又は鉄道の軌道上若しくは

軌道に隣接した場所のもの 

４ ずい道等の建設等の仕事 

５ 掘削の高さ又は深さが 10 メートル以上で

ある地山の掘削の作業を行う仕事 

６ 圧気工法により作業を行う仕事 

７ 建築物、工作物又は船舶（鋼製の船舶に限 

る。次号において同じ。）に吹き付けられてい 

る石綿等（石綿等が使用されている仕上げ用 

塗り材を除く。）の除去、封じ込め又は囲い込 

みの作業を行う仕事 

８ 建築物、工作物又は船舶に張り付けられて

いる石綿等が使用されている保温材、耐火被

覆材（耐火性能を有する被覆材をいう。）等の

除去、封じ込め又は囲い込みの作業（石綿等

の粉じんを著しく発散するおそれのあるもの

に限る。）を行う仕事 

所轄労働

基準監督

署長 

 

工事開始 

1 4 日 前 

 

 

安 衛 法 

第 88 条 

第 ３ 項 

 

安 衛 則 

第 90 条 
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９ ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表

第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面

積が２m2 以上又は焼却能力が一時間当たり

200キログラム以上のものに限る。)を有する

廃棄物の 焼却施設に設置された廃棄物焼却

炉、集じん機等の設備の解体等の仕事 

10 掘削の高さ又は深さが 10 メートル以上の

土石の採取のための掘削の作業を行う仕事 

11 坑内掘りによる土石の採取のための掘削

の作業を行う仕事 

１ 型わく支保工（支柱の高さが3.5メートル 

 以上のものに限る。） 

２ 架設通路（高さ及び長さがそれぞれ10メー

トル以上のものに限る。） 

３ 足場（つり足場、張出し足場以外の足場に 

あっては、高さが10メートル以上の構造のも

のに限る。） 

所轄労働

基準監督

署長 

 

設置 30 日

前 

安 衛 法 

第 88 条 

第 １ 項 

 

安 衛 則 

第 86 条 

別表第７ 

○次の事項を記載した書面 

１コンクリート構造物の概要 

２設置箇所 

３構造・材質及び主要寸法 

４設置期間 

○図 面 組立図及び配置図

（平面図・側面図・断面図） 

 

（２）作業主任者一覧表 

 作業主任者を選任すべき作業 作業主任者になれる者 作業主任者の名称 

1  高圧室内作業（潜函工法その他の圧気工

法により、大気圧を超える気圧下の作業室又

はシャフトの内部において行う作業に限

る。） 

高圧室内作業主任者免

許を受けた者 

高圧室内作業主任者 

2 

 

 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装

置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の

作業 

ガス溶接作業主任者免

許を受けた者 

ガス溶接作業主任者 

3  次のいずれかに該当する機械集材装置も

しくは運材索道の組立て、解体、変更もしく

は修理の作業又はこれらの設備による集材

もしくは運材の作業 

イ 原動機の定格出力が7.5kWを超えるもの 

ロ 支間の斜距離の合計が350ｍ以上のもの 

ハ 最大使用荷重が200kg以上のもの 

林業架線作業主任者免

許を受けた者 

林業架線作業主任者 

4  伝熱面積の合計が500㎡以上の場合（貫流

ボイラーのみを取り扱う場合を除く。）にお

ける当該ボイラーの取扱いの作業 

特級ボイラー技士免許

を受けた者 

ボイラー取扱作業主

任者 

5  伝熱面積の合計が25 ㎡以上500 ㎡未満の

場合（貫流ボイラーのみを取り扱う場合にお

いて、その伝熱面積の合計が500㎡以上のと

きを含む。）における当該ボイラーの取扱い

の作業 

特級ボイラー技師免許

又は一級ボイラー技士

免許を受けた者 

6  伝熱面積の合計が 25 ㎡未満の場合におけ

る当該ボイラーの取扱いの作業 

特級ボイラー技士免

許、一級ボイラー技士
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免許又は二級ボイラー

技士免許を受けた者 

7  令第２０条第５号イからニまでに掲げる

ボイラーのみを取り扱う作業 

特級ボイラー技士免

許、１級ボイラー技士

免許もしくは２級ボイ

ラー技士免許を受けた

者又はボイラー取扱技

能講習を修了した者 

8  エックス線装置の使用又は検査の業務等

に係る作業（医療用又は波高値による定格管

電圧が1,000kV以上のエックス線を発生させ

る装置を使用するものを除く。） 

エックス線作業主任者

免許を受けた者 

 

エックス線作業主任

者 

9  ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真

の撮影の作業 

ガンマ線透過写真撮影

作業主任者免許を受け

た者 

ガンマ線透過写真撮

影作業主任者 

10  木材加工用機械（丸のこ盤、帯のこ盤、か

んな盤、面取り盤及びルーターに限るものと

し、携帯用のものを除く。）を５台以上（当該

機械のうちに自動走材車式帯のこ盤が含ま

れている場合には、３台以上）有す事業場に

おいて行う当該機械による作業 

木材加工用機械作業主

任者技能講習を修了し

た者 

木材加工用機械作業

主任者 

11  動力により駆動されるプレス機械を５台

以上有する事業場において行う当該機械に

よる作業 

プレス機械作業主任者

技能講習を修了した者 

プレス機械作業主任

者 

12  次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作

業 

イ 乾燥設備のうち、危険物等に係る設備

で、内容積が１㎥以上のもの 

ロ 乾燥設備のうち、イの危険物等以外の物

に係る設備で、熱源として燃料を使用する

もの（その最大消費量が、固体燃料にあっ

ては10kg/h以上、液体燃料にあっては10 

ℓ/h以上、気体燃料にあっては１㎥/h以上

であるものに限る。）又は熱源として電力

を使用するもの（定格消費電力が 10kW 以

上のものに限る。） 

乾燥設備作業主任者技

能講習を修了した者 

乾燥設備作業主任者 

13  コンクリート破砕器を用いて行う破砕

の作業 

コンクリート破砕器作

業主任者技能講習を修

了した者 

コンクリート破砕器

作業主任者 

14  掘削面の高さが２ｍ以上となる地山の掘

削（ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除

く。）の作業（⑱に掲げる作業を除く。） 

地山の掘削及び土止め

支保工作業主任者技能

講習を修了した者 

 

地山の掘削作業主任

者 

15  土止め支保工の切りばり又は腹おこしの

取付け又は取りはずしの作業 

地山の掘削及び土止め

支保工作業主任者技能

土止め支保工作業主

任者 
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講習を修了した者 

16  ずい道等（ずい道及びたて坑以外の坑

（岩石の採取のためのものを除く。）をい

う。）の掘削の作業（掘削用機械を用いて行う

掘削の作業のうち労働者が切羽に近接する

ことなく行うものを除く。）又はこれに伴う

ずり積み、ずい道支保工（ずい道等における

落盤、肌落ち等を防止するための支保工をい

う。）の組立て、ロックボルトの取付け若しく

はコンクリート等の吹付けの作業 

ずい道等の掘削等作業

主任者技能講習を修了

した者 

ずい道等の掘削等作

業主任者 

17  ずい道等の覆工（ずい道型わく支保工（ず

い道等におけるアーチコンクリート及び側

壁コンクリートの打設に用いる型わく並び

にこれを支持するための支柱、はり、つなぎ、

筋かい等の部材により構成される仮設の設

備をいう。）の組立て、移動若しくは解体又は

当該組立て若しくは移動に伴うコンクリー

トの打設をいう。）の作業 

ずい道等の覆工作業主

任者技能講習を修了し

た者 

ずい道等の覆工作業

主任者 

18  掘削面の高さが２ｍ以上となる岩石の採

取のための掘削の作業 

採石のための掘削作業

主任者技能講習を修了

した者 

採石のための掘削作

業主任者 

19  高さが２ｍ以上のはいのはい付け又はは

いくずしの作業（荷役機械の運転者のみによ

って行われるものを除く。） 

はい作業主任者技能講

習を修了した者 

はい作業主任者 

20  船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は

船舶において荷を移動させる作業（総トン数

500ｔ未満の船舶（船員室の新設、増設又は拡

大により総トン数が500トン未満から500ト

ン以上となったもの（510トン未満のものに

限る。）のうち厚生労働省令で定めるものを

含む。）において揚貨装置を用いないで行う

ものを除く。） 

船内荷役作業主任者技

能講習を修了した者 

船内荷役作業主任者 

21  型わく支保工の組立て又は解体の作業 型枠支保工の組立て等

作業主任者技能講習を

修了した者 

型枠支保工の組立て

等作業主任者 

22  つり足場（ゴンドラのつり足場を除く。）、

張出し足場又は高さが５ｍ以上の構造の足

場の組立て、解体又は変更の作業 

足場の組立て等作業主

任者技能講習を修了し

た者 

足場の組立て等作業

主任者 

23  建築物の骨組み又は塔であって、金属製の

部材により構成されるもの（その高さが５ｍ

以上のものに限る。）の組立て、解体又は変更

の作業 

建築物等の鉄骨の組立

て等作業主任者技能講

習を修了した者 

建築物等の鉄骨の組

立て等作業主任者 

24  橋梁の上部構造であって、金属製の部材に

より構成されるもの（その高さが５ｍ以上で

あるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支

鋼橋架設等作業主任者

技能講習を修了した者 

鋼橋架設等作業主任

者 
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間が30ｍ以上である部分に限る。）の架設、

解体又は変更の作業 

25  軒の高さが５ｍ以上の木造建築物の構造

部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若し

くは外壁下地の取付けの作業 

木造建築物の組立て等

作業主任者技能講習を

修了した者 

木造建築物の組立て

等作業主任者 

26  コンクリート造の工作物（その高さが５ｍ

以上であるものに限る。）の解体又は破壊の

作業 

コンクリート造の工作

物の解体等作業主任者

技能講習を修了した者 

コンクリート造の工

作物の解体等作業主

任者 

27  橋梁の上部構造であって、コンクリート造

のもの（その高さが５ｍ以上であるもの又は

当該上部構造のうち橋梁の支間が 30ｍ以上

である部分に限る。）の架設又は変更の作業 

コンクリート橋架設等

作業主任者技能講習を

修了した者 

コンクリート橋架設

等作業主任者 

28  第１種圧力容器（小型圧力容器及び次に掲

げる容器を除く。）の取扱いの作業（29の

作業を除く。） 

イ 労働安全衛生法施行令第１条第５号

イに掲げる容器で、内容積が５㎥以下の

もの 

ロ 労働安全衛生法施行令第１条第５号

ロからニまでに掲げる容器で、内容積が

１㎥以下のもの 

特級ボイラー技士免

許、１級ボイラー技士

免許もしくは２級ボイ

ラー技士免許を受けた

者又は化学設備関係第

１種圧力容器取扱作業

主任者技能講習もしく

は普通第１種圧力容器

取扱作業主任者技能講

習を修了した者 

第１種圧力容器取扱

作業主任者 

29  28 の作業のうち化学設備に係る第１種圧

力容器の取扱いの作業 

化学設備関係第１種圧

力容器取扱作業主任者

技能講習を修了した者 

30  特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業

（試験研究のため取り扱う作業を除く。） 

特定化学物質及び四ア

ルキル鉛等作業主任者

技能講習（特別有機溶

剤の場合、有機溶剤作

業主任者技能講習）を

修了した者 

特定化学物質作業主

任者 

31  鉛業務（遠隔操作によって行う隔離室にお

けるものを除く。）に係る作業 

鉛作業主任者技能講習

を修了した者 

鉛作業主任者技能講

習 

32  四アルキル鉛等業務（遠隔操作によって行

う隔離室におけるものを除く。）に係る作業 

特定化学物質及び四ア

ルキル鉛等作業主任者

技能講習を修了した者 

四アルキル鉛等作業

主任者 

33  酸素欠乏危険場所における作業（34に掲げ

る作業を除く。） 

酸素欠乏危険作業主任

者技能講習又は酸素欠

乏・硫化水素危険作業

主任者技能講習を修了

した者 

酸素欠乏危険作業主

任者 

34  酸素欠乏危険場所における作業（次に掲げ

る場所におけるものに限る。） 

イ 海水が滞留しており、若しくは滞留し

たことのある熱交換器、管、暗きょ、マ

酸素欠乏・硫化水素危

険作業主任者技能講習

を修了した者 
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ンホール、溝もしくはピット（以下「熱

交換器等」という。）又は海水を相当期間

入れてあり、若しくは入れたことのある

熱交換器等の内部 

ロ し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐

敗し、又は分解しやすい物質を入れてあ

り、又は入れたことのあるタンク、船倉、

槽、管、暗きょ、マンホール、溝又はピ

ットの内部 

35  作業場等において一定の有機溶剤を製造

し、又は取り扱う業務のうち一定のものに係

る作業 

有機溶剤作業主任者技

能講習を修了した者 

有機溶剤作業主任者 

36  石綿等を取り扱う作業（試験研究のために

取り扱う作業を除く。）又は石綿等を試験研

究のために製造する作業 

石綿作業主任者技能講

習を修了した者 

石綿作業主任者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/anzenei

sei10/qualificaton_education.html 
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（３）作業指揮者一覧表 
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出典：国土交通省中部地方整備局ホームページ 

https://www.cbr.mlit.go.jp/tenjyo/landslide/iijima/sagyo_sikisya.pdf 
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（４）資格必要工事一覧表 
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（５） 労働安全衛生法の主な規定等 

   労働安全衛生法では、労働災害防止のために、事業者、注文者、元方事業者、特定元方事業者等の 

  責務について、それぞれ必要な規定を設けるとともに、違反についての罰則を次のとおり定めている。 

 

事業者の講ずべき危害防止措置の不履行 （法第20条～第25条） 

労働者救護に関する措置の不履行    （法第25条の２、第１項） 

元方事業者等の講ずべき措置の不履行  （法第30条の３、第１項、第４項） 

注文者の講ずべき措置の不履行     （法第31条第１項）         （法第119条） 

機械等貸与者等の講ずべき措置の不履行 （法第33条第１項、第２項）     懲役６月以下又は 

建築物貸与者の講ずべき措置の不履行  （法第34条）                       罰金50万円以下 

作業主任者の不選任、特別教育の不履行 （法第14条、第59条第３項） 

就業制限規定の違反          （法第61条第１項） 

使用停止等命令の違反         （法第98条第１項、第99条第１項） 

           （その他省略） 

 

  統括安全衛生責任者の選任義務違反   （法第15条、第１項、第３項） 

  元方安全衛生管理者の選任義務違反   （法第15条の２、第１項） 

  安全衛生責任者の選任義務違反     （法第16条、第１項） 

  労働者の危害防止措置の不遵守     （法第26条、第32条第４項） 

  特定元方事業者等の講ずべき措置の不履行（法第30条、第１項、第４項） 

請負人の講ずべき措置の不履行     （法第32条、第１項～第３項） 

  貸与機械等を操作するものの遵守義務違反（法第33条第３項） 

  定期自主検査及び特定自主検査義務違反 （法第45条、第１、第２項） 

雇い入れ時等の教育の不履行      （法第59条第１項） 

計画届出義務違反           （法第88条、第1項～第4項） 

書類の保存等に関する義務違反     （法第103条第１項） 

           （その他省略） 

（法第120条） 

罰金50万円以下 

出典：国土交通省中部地方整備局ホームページ 

https://www.cbr.mlit.go.jp/tenjyo/landslide/iijima/sikaku_youken.pdf 
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４ 現場休業届 

年末年始等で一週間程度の現場休業となる場合であって、発注者が現場の安全確認のために必要と

求める場合、本様式を参考に休業期間、休業中の連絡先、休業中の現場巡視計画等安全確保の方策につ

いて監督員へ報告するために使用していた。 

令和 6 年 4 月より、休業期間と休業期間中の連絡先を、施工計画書又は週間工程表へ明示するか、

メールにより監督員に連絡することとして、本届の作成・提出を不要とした。（工事書類簡素化ガイド

ライン参照） 

受注者は、現場休業中の安全確保について、施工計画書及び土木工事共通仕様書の基づき、適切に行

うこと。 

 [任意様式] 

 

現  場  休  業  届 

 

平成  年  月  日  

 

  （発注者名） 様 

  〔監督員名        〕 

                                （受注者名） 

 

 

 下記のとおり現場を休業します。 

 

記 

 

１ 工事箇所名 

    ・事業名： 

    ・箇所名：   

 

２ 休 業 期 間 

      平成  年  月  日（  ）～平成  年  月  日（ ） 

 

３ 休業中の連絡先 

         ①氏名           電話番号 

②氏名           電話番号 

③氏名           電話番号 

 

４ 休業中の安全対策 

    （現場巡視計画、その他特記事項等） 

 

令和 6 年 4 月より作成・提出を不要と

しました。 
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５ 土石流による労働災害防止のためのガイドライン等 

（１） 土石流による労働災害防止のためのガイドラインの策定について 

(平成１０年３月２３日 基発第１２０号) 

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達) 

 

土石流による労働災害の防止については、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成一〇年労働省

令第一号)が、本年二月一六日に公布され、同年六月一日から施行されることとされたところであり、そ

の施行については、平成一〇年二月一六日付け基発第四九号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の

施行について」により示したところである。 

今般、改正労働安全衛生規則と相まって、土石流による労働災害の防止対策のより一層的確な推進を図

るため、改正労働安全衛生規則において規定された事項のほか、事業者が講ずることが望ましい事項及び

従来の労働安全衛生関係法令において規定されている事項のうち土石流による労働災害防止のために重要

なものを一体的に示した「土石流による労働災害防止のためのガイドライン」を別添のとおり策定したと

ころである。 

ついては、貴職においても、関係事業者等に対して本ガイドラインの周知徹底を図り、土石流による労

働災害の防止に万全を期されたい。 

なお、土石流による労働災害防止の推進に当たっては、発注機関との連携が重要であることから、この

点について特に配慮するよう申し添える。 

おって、別紙のとおり関係団体に対し、本ガイドラインの周知徹底を図るよう要請したので了知された

い。 

 

別添 

土石流による労働災害防止のためのガイドライン 

第一 趣旨 

平成八年一二月に長野県と新潟県の県境をなす蒲原沢で発生した土石流災害により、二三人が死傷する

という重大災害が発生した。労働省では、本災害の重大性にかんがみ設置された「労働省一二・六蒲原沢

土石流災害調査団」による提言を踏まえ、労働安全衛生規則の改正を行ったところである(平成一〇年労

働省令第一号)。 

本ガイドラインは、改正労働安全衛生規則と相まって、土石流による労働災害の防止対策のより一層的

確な推進を図るため、改正労働安全衛生規則において規定された事項のほか、事業者が講ずることが望ま

しい事項及び従来の労働安全衛生関係法令において規定されている事項のうち土石流による労働災害防止

のために重要なものを一体的に示すことを目的とするものである。 

事業者は、本ガイドラインに記載された事項を的確に実施することに加え、より現場の実態に即した土

石流に対する安全対策を講ずるよう努めるものとする。 
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以下は、次を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）労働安全衛生規則 

     土石流による危険の防止に係る「労働安全衛生規則」については、次を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働安全衛生規則 第十二章 土石流による危険の防止《厚生労働省 ＨＰより》 

（第五百七十五条の九－第五百七十五条の十六） 

 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2074&dataType=1&pageNo=1 

「土石流による労働災害防止のためのガイドライン」 《厚生労働省 ＨＰより》 

 

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2090&dataType=1&pageNo=1 
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６ 斜面崩壊による労働災害防止対策に関するガイドライン 

27建政技第96号  

平成27年（2015年）７月10日  

 

建設部現地機関の長 様 

建設部各課長    様 

 

技術管理室長  

 

斜面崩壊による労働災害の防止対策について（通知） 

 

このことについて、平成27 年７月１日付け長野労基発0701 第２号の３により、長野労働局労働基準部

長から別添のとおり通知がありました。 

ついては、｢斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイドライン｣の趣旨及び内容をご理解いただ

き、斜面崩壊による事故防止が図られますよう御配意願います。 

  

○ガイドラインの主な内容 

 ・主に斜面掘削高さが1.5 ﾒｰﾄﾙ以上10 ﾒｰﾄﾙ以下を対象 

 ・発注者、調査・設計者、施工者が斜面状態を適切に情報共有する。 

 ・設計者は、｢点検者｣、｢確認者｣を選任し、｢設計・施工段階別点検表｣により 

斜面の状態を点検する。 

 ・施工者は、｢点検者｣、｢確認者｣を選任し、｢設計・施工段階別点検表｣、 

｢日常点検表｣により斜面の状態を点検する。 

 ・斜面の変状があれば、｢異常時対応シート｣を作成し、｢安全性検討関係者会 

議｣により、労働災害防止のための措置を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ガイドラインについては、厚生労働省 岡山労働局 ホームページを参照 

https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-

roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/syamenhoukai.html 

 

○点検表等は、次ページ以降参照 



共 8-56 
 

 



共 8-57 
 

 

設計・施工段階別点検表 模式図 
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異 常 時 対 応 シ ー ト       別紙４ 
 

（第   報） 
 

平成   年   月   日  ＡＭ／ＰＭ   時   分 
工事名 

（業務名） 
 

請負者 
（受注者）  

送付先 
氏名  職種  
連絡先  

連絡者 
氏名  職種  

連絡先  

異常確認日時 平成   年   月   日（   ）    時    分 

異常確認箇所  

異常確認時の 
作業内容 

 

進行した 
変状の種類 

切土部 
□①切土こう配  □②⻲裂  □③はらみ  □④落石 
□⑤崩壊     □⑥湧水  □⑦浮石・転石 

残斜面及び周辺 
□②⻲裂 □③はらみ □④落石 □⑤崩壊  □⑦浮石・転石 
□⑧樹木  ⑨構造物 

ほか 
□⑫特記すべき現象 
□⑬その他（                      ） 

変状状況 別紙に添付 
□現場写真   □位置図  □平面図   □横断図 
□その他（                       ） 

現在の 
措置状況 

（応急措置） 

措置判断者 
（確認者名） 

 

 

□引き続き変状を観察する（措置なし）     □変状のモニタリングを実施する 
□監視員を配置する              □変状のある付近を立入禁止にす
る 
□変状のある付近での作業を中断し、退避する  □その他（          ） 

※現時点で不明な点については「不明」と記入 

対応指示・ 
   結果報告 

今後の対応に関する
指示事項 

 

対応結果報告  
対応内容  
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緊急連絡先 

□発注者  ＴＥＬ  
□施工者（本社）  ＴＥＬ  
□施工者（現場）  ＴＥＬ  
□専門工事業者  ＴＥＬ  
□設計者  ＴＥＬ  
□調査者  ＴＥＬ  
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７ 掘削の安全対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こう配、度数換算表 

勾    配 記    号 α β 備     考 

１分 １： 0.1 84°～ 18′ 5°～ 42′  

 

 

 

 

  

 

      １ 

 

   α 

   Ｘ 

２〃 １： 0.2 78 ～ 42 11 ～ 18 

３〃 １： 0.3 73 ～ 18 16 ～ 42 

４〃 １： 0.4 68 ～ 12 21 ～ 48 

５〃 １： 0.5 63 ～ 27 26 ～ 33 

６〃 １： 0.6 59 ～ 02 30 ～ 58 

７〃 １： 0.7 55 ～ 00 35 ～ 00 

８〃 １： 0.8 51 ～ 21 38 ～ 39 

９〃 １： 0.9 48 ～ 01 41 ～ 59 

１割 １： 1.0 45 ～ 00 45 ～ 00 

１割２分 １： 1.2 39 ～ 48 50 ～ 12 

１割５〃 １： 1.5 33 ～ 41 56 ～ 19 

２割 １： 2.0 26 ～ 34 63 ～ 26 

２割５分 １： 2.5 21 ～ 49 68 ～ 11 

３割 １： 3.0 18 ～ 26 71 ～ 34 

人力掘削の場合の深さと掘削勾配（労働安全衛生規則） 
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８ 地表変動計測調査 

 

 （１） 地表変動計測調査は、滑落崖や亀裂等地すべり活動の徴候が判明した場合や地すべり活 

    動の恐れのある場合、地すべりの規模、活動状況、移動方向等、運動機構を把握するために 

行う。 

 （２） 調査結果は土質・地質調査、現地調査、空中写真判読等の結果と併せて地すべりの発生 

機構の解明、対策工の検討に役立てる。さらに道路建設工事中の安全確保のためにも用いる。 

 

  計測機器は、地形図や空中写真並びに現地踏査の結果等を総合的に判断して、地すべり機構が十分 

把握できるようその設置位置、数量、観測データの伝送・回収を十分検討し、配置することが大切で 

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （ⅰ）地盤伸縮計 

     地盤伸縮計は地すべり上部の滑落崖または主な亀裂箇所には必ず、中間部では明瞭な亀裂や段差 

がある場所には適宜設置するものとする。 地盤伸縮計は亀裂をはさんで設置し、設置スパンは15 

ｍ以下とする。また両端の高低差は５ｍ程度以内とし、インバ-線は塩化ビニル管等で保護しなけれ 

ばならない。 

      光ファイバを用いた地盤伸縮計も開発されている。詳細については、「光ファイバセ 

ンサを活用した地すべりモニタリングシステム」３）を参照されたい。 

計測機器配置の例 
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地盤伸縮計による地盤伸縮の程度とその特徴 

※日変位量と累積変位量をあわせて変動ランクを考慮する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ⅱ)地盤傾斜計 

   地盤傾斜計は、主測線沿いの運動ブロックの上方斜面に設置して地すべりの拡大の可能性を検討す 

る。また、必要に応じて運動ブロックの両側にも設置する。 

   地盤傾斜計は水管式のものが簡便である。測定は２本の傾斜計をＮ－Ｓ、Ｅ－Ｗの２方 

   向に直交させて行う。なお、設置台は水平になるようにする。 

 

傾斜変動の程度とその特徴 

変動 

ランク 

日平均 

変動量 

(秒) 

累積変動値 

(秒/月) 

傾斜量の累積 

傾向の有無 

傾斜運動方 

向と地形と 

の相関性 

活動性等 

変動ａ 5秒以上 100秒以上 顕 著 あり 活発に運動中 

変動ｂ 1～5秒 30～100秒 やや顕著 あり 緩慢に運動中 

変動ｃ 1秒以下 30秒以下 ややあり あり 継続観測が必要 

変動ｄ 3秒以上 
な し 

(断続変動) 

な し 

(断続変動) 
なし 

局部的な地盤変

動、その他 

変動 

ランク 

日変位量 

(mm) 

累積変位値 

(mm/月) 

一定方向へ 

の累積傾向 
活動性等 

変動ａ 1mm以上 10mm以上 顕著 活発に運動中 

変動ｂ 0.1～1mm 2～10mm やや顕著 緩慢に運動中 

変動ｃ 0.02～0.1mm 0.5～2mm ややあり 継続観測が必要 

変動ｄ 0.1mm以上 
なし 

(断続変動) 
なし 

局部的な地盤変動、

その他 

地盤伸縮計設置概略図 地盤傾斜計設置図の例 
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※日変動量と累積変動量をあわせて変動ランクを考慮する。 

(ⅲ)簡易な変位の測定 

   地すべり運動の状況を簡易に把握する方法として次のようなものがある。 

（ａ）抜き板 

    亀裂をはさんでその両側に木杭を打ち込み、これに抜き板を渡し、この抜き板にあらかじめ入れ 

ておいた切目の拡大、縮小等を測る方法である。これは、比較的簡易な方法であるので、主側線、 

副側線上はもちろん各所に配置するのが望ましい。ただし、板が腐食するため、長期の計測には適 

さない。 

（ｂ） 移動杭 

    地すべりを横断して地すべり地内及び外部（不動地山）に杭を見通し線上に設置し、その移動量 

を測定する方法である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅳ) 光波測量による杭の移動量測定 

     調査対象地域に測量杭を設置し、不動地山に設置した基準点からの距離等を光波測量により求め、 

各点の移動量を測定する方法で、移動量の大きい地すべりや移動量の小さい地すべりにあっても長期 

に渡って観測を行う場合に有効である。 

 

(ⅴ) ＧＰＳによる移動量の測定 

       GPS(Global Positioning System：全地球航空測位システム)による移動量の測定は、観測点間の 

見通しを必要としない、長距離計測や夜間での測量が可能、気象条件に左右されない等の利点があ 

り、不動点の確保が難しい大規模な地すべり地で有効である。 

 

 地表変動計測の詳細については、｢地盤調査の方法と解説｣(社団法人 地盤工学会))を参照されたい。 

抜き板の概略図 移動杭配置図の例 

出展：道路土工 切土工・斜面安定工指針（平成21年度版） 

社団法人 日本道路協会編 
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９ 地すべり観測機器の観測結果とその対応 

  

 地すべりの監視を目的にした地すべり観測では、その対応方針についても検討し、明記しておくことが

必要である。これがなされていないと、地すべりの滑動が活発化したときに、混乱に陥るばかりかせっか

くの地すべり観測結果が生かされないことにもなる。 

 そのためには、地すべり観測結果の管理基準値を設定し、対応方針を事前に観測計画に盛り込んでおく

必要がある。 

 道路公団の「地すべり危険地における動態観測施工に関する研究委員会」が主として鉄道および道路の

管理基準値の既存事例を収集し、それを整理し、まとめたものを参考例として下表に示す。 

 

道路関係地すべりの既往管理基準値のまとめ 

 対策検討・実施、注

意、点検強化など 
作業中止、一時退

避、警戒態勢など 
住民避難、通行止、

厳重警戒など 

地表伸縮計などによ

る地表変位速度 １～25mm/日 15～100mm/日 50～500mm/日 

地盤傾斜計による地

表面傾斜速度 ５～10秒/日 － 10～50秒/日 

地中傾斜計による地

中変位速度 0.5～１mm/日 ２～３mm/日 － 

降雨量、時間雨量 
累積雨量 － 

10～20mm/h 

10～50mm 

20mm/h 

100mm 

 

 対応方針としては、応急対策の施工などのハード面と避難などのソフト面がある。これらについては、

少なくとも応急対策工法として妥当な工法を事前に検討しておくことや管理基準値を越えた場合の緊急連

絡先、関係官庁などを観測計画書に明記しておくことが大切である。 

 

  

出展：いつでも、どこでもすぐに役立つ地すべり観測便覧（平成24年10月発行） 

社団法人 斜面防災対策技術協会編 
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１０ 崩壊予測 

１）クリープ破壊と崩壊予測 

 クリープ変形は、ひずみ量（変形量）と時間の関係が下図に示すように、１次、２次、３次の特 

性をもったクリープをたどって破壊に到る。多くの場合、地すべりもこのような変形の経過をたど 

る。このことからクリープ変形をモデルとした地すべり崩壊の予測方法が種々提案されている 

（斉藤；1987、福囿；1985）。それらの考え方はいずれもひずみ速度が一定の２次クリープ段階か 

らひずみが加速度的に増大する３次クリープ段階を経て崩壊に到ることを前提としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）崩壊予測方法の紹介 

    予測法として、３次クリープ段階における代表的な２例を紹介する。 

（ⅰ）斉藤による３次クリープ段階での予測（セミログ法）28） 

     この予測法は、実験および地すべり崩壊の実例の分析から、３次クリープの段階におけるひず 

み量（移動量でもよい）は、崩壊までの余裕（残り）時間の対数との間に直線関係があることを 

見いだし、斉藤が「精密予測」と名付けているものである。これを式で示すと、 

        Ｌ＝Ａ×log{(ｔｒ－ｔ0)/( ｔｒ－ｔ)} 

        ただし、 Ｌ：移動量 、 Ａ：定数 、 ｔ：時刻 、 ｔｒ：崩壊時刻 

ｔ０：Ｌ＝０の時の時刻 

     実際の予測は、下図に示したような縦軸が対数目盛のグラフ上で求める。 

 

                                

 

 

 

 

 

 

上図は、縦軸を崩壊までの残り時間の対数、横軸を移動量としたものである。崩壊時間をある時刻 

に仮定して、地表伸縮計の計測値を図上にプロットしていくと、① 仮定した時刻が実際の崩壊時刻 

に近いと直線に近い線（Ａ）、② 仮定した時刻が実際の崩壊時刻より前だと下へ曲がる曲線（Ｂ）、 

③ 仮定した時刻が実際の崩壊時刻より後だと上へ曲がる曲線（Ｃ）が描ける。崩壊時刻をいろいろ 

クリープ曲線 

崩壊までの残り時間と 

移動量の関係 
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仮定してプロットし、直線（Ａ）となる時刻を求め、崩壊予測時刻とするのがこの方法の原理であ

る。 

（ⅱ）福囿による表面移動速度の逆数を用いた斜面崩壊発生時刻の予測法 

     表面移動速度の逆数と時刻の関係をたどり、移動速度の逆数がゼロになる時刻を崩壊予測時刻 

とするのがこの方法である。式で示すと、 

           １/ｖ＝{a(b－１)}１/(b－1)×(ｔr－ｔ) １/(b－1) 

ここで ｖ：表面移動速度 、 ｔ：時刻 、 ｔｒ：崩壊時刻 

   ａ、ｂ：崩壊の形態、斜面の構成によって決まる定数 

    実際に予測する方法として、下図に示すようなグラフに計測経過をプロットし、縦軸＝０まで 

延長して崩壊時刻ｔｒを求める方法をとる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    上式でｂ＝２の場合、プロットは図で（Ａ）の直線になる。ｂ＞２の場合は図で（Ｂ）のように 

上に膨らむ曲線になる。１＜ｂ＜２の場合は図で（Ｃ）のように下に膨らむ曲線になる。このよう 

に崩壊のパターンによって固有の曲線を描くのでそれぞれの曲り具合を考慮して延長し、崩壊時刻 

を求める。 

    実際に地すべりデータをプロットしたのが下図である。この図が示すように実際の計測データで 

は一般に上図のようにきれいな曲線を描かず、かなりばらつきが出て崩壊時刻の予測が困難な場合 

もある。ばらつきの抑制方法には移動速度を算出する時間（普通10分～30分）を長く取ることが 

有効である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移動速度の逆数と時刻の関係 

地すべり移動速度の逆数曲線 

出展：いつでも、どこでもすぐに役立つ

地すべり観測便覧（平成24年10月発

行） 

社団法人 斜面防災対策技術協会編 
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11 建設現場災害防止点検表 

   点検表の一例を示す。（愛知労働局ホームページより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出展：愛知労働局 安全衛生点検表(建設業用) 

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-

roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/tenken-list.html 
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12 道路工事現場における標示施設等設置基準等 

（１）道路工事現場における標示施設等設置基準 
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（２）道路工事保安施設設置基準 

     

国土交通省関東地方整備局 平成１８年４月 

（次のリンクを参照） 

http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000011168.pdf 

 

 

（３）路上工事看板設置関連通達改正のポイント 

 

国土交通省関東地方整備局 平成１８年９月 

（次のリンクを参照） 

http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000011171.pdf 

 

  

出典：国土交通省関東地方整備局ホームページ 

http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000011164.pdf 
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13 熱中症対策 

 

 ○土木工事安全施工技術指針の改定（熱中症対策関係：H29.3R7.3） 

 ・熱中症対策として「高温多湿な作業環境下での必要な措置」の項目を新設 

 ・工事施工にあたり重要と想定される項目について具体例を記載し、一層の工事中の安全確保を図る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○令和7年6月1日から施行された改正労働安全衛生規則において、熱中症の重篤化を防止するため、事

業者には熱中症対策の措置が求められています。「職場における熱中症防止のためのガイドライン（厚生

労働省）」を参考に、熱中症対策について施工計画書に明示し、現場にて実施してください。 

【厚生労働省HP：ページ内に「職場における熱中症防止のためのガイドライン」が掲載されています】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71721.html 

 

（参考：令和７年５月14日付け基発0514第１号 厚生労働省労働基準局長通知） ※一部抜粋 

（７） 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人に係る作業従事者が、仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定

に違反しないよう必要な指導を行い、当該者がこれらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わな

ければならないこととし、当該者は当該指示に従わなければならないこととしたこと。（安衛法第29条関係） 

 

○環境省熱中症予防情報サイトでは、全国840か所の暑さ指数（ＷＢＧＴ）の実況推定値や予測値を公表

しています。 

・熱中症予防情報サイト（環境省） 

https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt.php 

・建設現場における熱中症対策事例集：国土交通省HP 

https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_000409.html 

 

 

○長野県建設部における熱中症対策関連の取組 

第2章 安全措置一般 

第1節 作業環境への配慮 

 

４．高温多湿な作業環境下での必要な措置 

・作業場所に応じて、熱を遮ることができる遮蔽物等、簡易な屋根等、適度な通風または冷房

を行うための設備を設け、WBGT（暑さ指数）の低減に努めるとともに、作業場所には飲料

水の備え付け等を行い、また近隣に冷房を備えた休憩場所または日影等の涼しい休憩場所を

設け、身体を適度に冷やすことの出来る物品及び施設を設けること 

・作業の休止および休憩時間を確保し連続する作業時間を短縮するほか、計画的に熱への順化

期間を設け、作業前後の水分、塩分の摂取及び透湿性や通気性の良い服装の着用等を指導し、

それらの確認等を図るとともに、必要な措置を講ずるための巡視を頻繁に行うこと。 

・高温多湿な作業環境下で作業する作業員等の健康状態に留意すること 
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・熱中症対策の費用について、現場環境改善費の率計上から積み上げ計上に変更 

・近年の夏季における猛暑日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に資する経費に関して、

現場管理費の補正を試行的に実施 

・熱中症対策事例集の公開 

https://www.pref.nagano.lg.jp/gijukan/documents.html（県HP） 

 

 ・著しい悪天候や気象状況（猛暑日等）より作業を休止せざるを得なかった場合には、受注者の請求に 

応じ、工期の延長変更に適切に対応 

https://www.pref.nagano.lg.jp/gijukan/infra/kensetsu/gijutsu/koukisettei.html（県HP） 

 


